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１．公共事業の所管官庁（国の直轄工事※に係る発注機関） 

ＥＵ域内における公共事業については、ＥＵが発注を行うのではなく、各加盟国によ

って発注が行われている。 

  

２．国の直轄工事に係る発注機関による入札公告情報の公表状況 

上記１．に記載のとおり、ＥＵとして発注は行っていないが、公共調達指令

（2004/18/EC）に基づき、加盟国における一定額（５００万ユーロ）以上の入札につい

てはＥＵ官報（Official Journal of the European Union）への掲載が原則として義務

付けられており、その内容は以下のホームページで閲覧可能である。 

 
 

http://ted.europa.eu/ 

 


